
 

彦根市景観計画の一部改定（素案） 

に係る意見募集について 
 

 

彦根市では、平成 16 年 6 月に公布された「景観法」に基づき、「彦根市景観計画」を告示し、

自然、歴史、文化など特徴ある景観の保全と形成に努めています。 

このたび、現在、３地区を対象に進められています彦根長浜都市計画の区域区分および都市計

画（用途地域・風致地区）の変更に伴い、現行の「彦根市景観計画」の地域区分の一部について、

都市計画との整合を図り、地域のまちづくりに沿った景観の連続性を確保するため変更を行いま

す。 

つきましては、素案に対する市民のみなさまのご意見等を下記の方法によりお寄せください。 

 お寄せいただいたご意見等は、これに対する市の考え方とともに整理したうえで公表いたしま

す。なお、お寄せいただいたご意見に対して、個別に回答はいたしませんので、あらかじめご了

承ください。 

公表する資料 

 ・彦根市景観計画の一部改定（素案）の概要 

・彦根市景観計画（現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜募集期間＞ 令和７年６月２６日（木）から令和７年７月２５日（金） 

＜公表場所＞ 情報公開コーナー(市役所 1階)、建築指導課景観まちなみ室(市役所 2 階)、支

所、各出張所、彦根市ホームページ 

＜提出方法＞ 添付の意見提出様式に記入し、直接お持ちいただくか、郵送、ファクシミリ、 

電子メールのいずれかの方法により提出してください。 

提出にあたっては、必ず住所および氏名を記入してください。 

＜提出先・問い合わせ先＞ 

建築指導課 景観まちなみ室 

（〒522-8501 彦根市元町 4番 2号） 

TEL：0749-30-6148 

FAX：0749-24-8517 

E メール：keikan@ma.city.hikone.shiga.jp 

※個人情報については、適正に管理し、意見等の内容に係る連絡の場合を除き、他の目的に

利用することはありません。また、意見等の公表時においても、個人情報および個人を特定

できる内容を除いたうえで公表します。 

 



彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・改定理由と改定箇所・・・・・

■一部改定の理由
現在、３地区を対象に進められています彦根長浜都市計画の区域区分および都市計画（用途地域・風致地

区）の変更に伴い、現行の「彦根市景観計画」に示す地域区分について、都市計画との整合を図り、地域の
まちづくりに沿った景観の連続性を確保するため計画の一部を変更するものです。
なお、都市計画（風致地区）および景観計画の地域区分の変更伴い、

関連する屋外広告物に係る規制地域の区分も合わせて変更となります。

■改定箇所
Ｐ１６ 図２ 「景観計画区域内の地域区分図」
Ｐ７９ 図１３ 「一般地区の地域図」
Ｐ１０３ 図１５ 「屋外広告物規制図」
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【彦根市景観計画】
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彦根長浜都市計画区域区分の見直し、都市計画の変更の箇所 （参考資料）

稲枝駅西側地区
約7.0ha

甲田地区
約8.0ha

鳥居本地区
約0.06ha
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現 行 変更後

稲枝駅西側地区 （約7.0ｈａ） 市街化調整区域 市街化区域

甲田地区 (約8.0ｈａ） 市街化調整区域 市街化区域

鳥居本地区 (約0.6ｈａ） 市街化調整区域 市街化区域

現 行 変更後

稲枝駅西側地区

市街化調整区域（70/200） 第一種中高層住居専用地域（60/200）

市街化調整区域（70/200） 第二種住居地域（60/200）

市街化調整区域（70/200） 工業地域（60/200）

甲田地区 市街化調整区域（70/200） 工業専用地域（60/200）

鳥居本地区
市街化調整区域（70/200） 第一種中高層住居専用地域（60/200）

風致地区

■彦根長浜都市計画区域区分の見直し(県決定）

■彦根長浜都市計画の区域区分の見直しに係る都市計画の変更（市決定）

彦根長浜都市計画区域区分の見直し、都市計画の変更に基づく景観計画の該当箇所の地域変更

現 行 変更後

稲枝駅西側地区 田園集落景観ゾーン(一般地区)
朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域（重点地区）

市街地景観ゾーン(一般地区）
朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域（重点地区）

※重点地区のエリア変更なし

甲田地区 山なみ景観ゾーン(一般地区) 市街地景観ゾーン(一般地区)

鳥居本地区 山なみ景観ゾーン(一般地区) 市街地景観ゾーン(一般地区)

■彦根市景観計画における地域区分の変更（一般地区の変更）

現 行 変更後

稲枝駅西側地区 第5種地域、第４種地域 第6種地域、第４種地域 ※第4種地域のエリア変更なし

甲田地区 第5種地域 第6種地域

鳥居本地区 第2種地域 第6種地域

■彦根市景観計画の地域区分の変更にともなう彦根市屋外広告物条例における地域区分の変更（第６種地域の拡大）

･････今回の変更概要･････
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彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・地域区分の変更①・・・・・

稲枝駅

河瀬駅

愛知川

荒神山

南彦根駅

宇曽川

犬上川

芹川 彦根城

彦根駅琵琶湖

多景島

彦根市景観計画
Ｐ１６ 図２
「景観計画区域内の地域区分図」

稲枝西駅側地区
約7.0ha

甲田地区
約8.0ha 鳥居本地区

約0.06ha
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彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・地域区分の変更②・・・・・

山なみ景観ゾーン

市街地景観ゾーン

田園集落景観ゾーン
稲枝駅

河瀬駅

愛知川

荒神山

南彦根駅

宇曽川

犬上川

芹川
彦根城

彦根駅

彦根市景観計画
Ｐ79 図13
「一般地区の地域図」

稲枝駅西側地区
約7.0ha

甲田地区
約8.0ha

鳥居本地区
約0.06ha
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彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・地域区分の変更③・・・・

彦根市景観計画
Ｐ103 図15
「屋外広告物規制図」

稲枝駅西側地区
約7.0ha

甲田地区
約8.0ha 鳥居本地区

約0.06ha
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彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・稲枝駅西側地区・・・・

彦根市景観計画における地域の変更（一般地区の変更）

彦根市屋外広告物条例における地域区分の変更（第６種地域に変更）

：変更箇所

※稲枝駅西側地区内にある「朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域（愛知川～犬上川地区）」の変更はありません。

※稲枝駅西側地区内にある「第４種地域」の変更はありません。

朝鮮人街道・巡礼街道

沿道景観形成地域

（愛知川～犬上川地区）

朝鮮人街道・巡礼街道

沿道景観形成地域

（愛知川～犬上川地区）

第４種地域 第４種地域
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彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・甲田地区・・・・・

彦根市景観計画における地域の変更（一般地区の変更）

彦根市屋外広告物条例における地域区分の変更（第６種地域に変更）

：変更箇所
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彦根市景観計画の一部改定（素案） ・・・・・鳥居本地区・・・・

彦根市景観計画における地域の変更（一般地区の変更）

彦根市屋外広告物条例における地域区分の変更（第６種地域に変更）

：変更箇所
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